
機密性2

・被保険者のマイナンバー記載欄の記入

マイナンバーを記入いただいた場合は、添付書類が
必要となります。詳細はこちらをご覧ください。

※被保険者証の記号番号を申請書にご記入いた
だいた場合、マイナンバーの記入は必要ありません。

任意継続被保険者資格取得申出書 不備の多い点をまとめました。

制度の概要はこちら
申請書のダウンロードはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/choufudaishi/tyoufudaishi20062.pdf
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3162/1961-213/#ninnkei
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/


機密性2

・被扶養者欄のマイナンバー記入漏れ

マイナンバーは扶養者全員分のマイナン
バーをご記入ください。

●添付書類
▶16歳以上の扶養者がいる場合（学生であっても必要です）

※１ 離職等により収入に変動があった場合は、退職証明書、離職票の写し、雇用保険受給
資格者証の写しなどが必要

※2 年金収入がある方は年金振込通知書の写しや年金額改定通知書の写し等が必要

▶保険料の口座振替を希望される場合
口座振替依頼書※3

※3保険料納付方法欄にチェックを入れていただければ依頼書を保険証と一緒に送付いた
します。後日提出いただいてもかまいません。

▶全員（任意）
前の事業所を退職したことがわかる書類（資格喪失証明書など）の写し
申請書1ページ目の健康保険資格喪失証明欄を事業主よりご記入いただけた場合は、添付不要です。

添付がある場合：1週間程度で保険証を発行します。
添付がない場合：資格喪失日から3週間以上発行までにお時間をいただくことが
あります。

※1.2

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r113/

